
                                           日曹農薬登録速報 250625－1 ナブ乳剤 

ナブ乳剤 1 / 2 

  

２０２５年６月２５日 

 

日 本 曹 達 株 式 会 社 

農業化学品事業部 普及部 

 

 

 

  

 

 

 平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。 

この度下記農薬が２０２５年６月２５日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。 

 今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。 

 

（記） 

 

「ナブ乳剤」     （農林水産省登録 第１５９９２号） 

 

   【 変更内容の概要 】 

 

１. 作物名「そば」及び「かんしょ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加。 

２. 作物名「樹木等」に使用時期「雑草生育期(草丈 30cm)」を追加。 

３. 「使用上の注意事項」に以下のとおり追加。 

      （５) 周辺のイネ科作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、注意して散布すること。 

       (７) 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ること。 

① 散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。 

② 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。 

③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。 

④ 散布終了後は機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する 

  こと。また、使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。 

⑤ そばに対して使用する場合には、葉に薬斑が生じるため高温時の散布をさけること。 

⑥ 散布予定のほ場周辺にイネ科作物が栽培されている場合は、薬害を生じるおそれがあるの 

  で、無人航空機による本剤の散布は行わないこと。 

４. 「安全使用上の注意事項」を以下のとおり変更。 

 (２) 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に 

   入らないよう注意すること。また散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう 

   注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 

(３) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合に 

   は直ちに 石けんでよく洗い落とすこと。 

(４) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 

   作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをすること。 

    

 

－次ページへ続く－ 
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【適用作物・雑草名及び使用方法】                  （ 二重線太字 が変更部分 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

札幌営業所 (北海道)   ℡:011-241-5581 

仙台営業所 (東北)  ℡:022-227-1741 

関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)    ℡:048-677-6010 

大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井)  ℡:06-6229-7343 

福岡営業所 (九州、沖縄)   ℡:092-771-1336                            

薬量

(mL/10a)

希釈水量

(L/10a)

イネ科雑草3～5葉期

但し収穫30日前まで

150～

200

100～

150

イネ科雑草6～8葉期

但し収穫30日前まで
200 100

イネ科雑草3～5葉期

但し収穫30日前まで

150～

200

イネ科雑草6～8葉期

但し収穫30日前まで
200

イネ科雑草3～5葉期

但し収穫30日前まで

150～

200

イネ科雑草6～8葉期

但し収穫30日前まで
200

イネ科雑草3～5葉期

但し収穫30日前まで

150～

200

イネ科雑草6～8葉期

但し収穫30日前まで
200

イネ科雑草3～5葉期
150～

400

(草丈30cm)
200～

400

ススキ

チガヤ
(草丈40cm)

500～

1,000

150～

200

植栽地を除く

樹木等の周辺地

に局所散布

樹木等

植栽地を除く

樹木等の周辺地

に雑草茎葉

散布

公園､庭園､

堤とう､

駐車場､

道路､運動場､

宅地等

一年生

ｲﾈ科雑草

(ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗを除

く)

雑草茎葉

散布又は

全面散布

無人航空機

による散布

かんしょ

そば

－

雑草茎葉

散布又は

全面散布

使用方法

本剤及び

セトキシジム

を含む農薬の

総使用回数

0.8～

1.6

通常散布

50～150

少量散布

25～50

100～

200

1回

3回以内

作物名

使用量

適用場所 適用雑草名
使用時期

(雑草生育期)


